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四
、
富
井
市
政
期
ま
で
の
施
策
の
継
承
・発
展
へ 

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
）
二
月
の
市
長
選
の
結
果
、
舩
橋
求
己
が
当
選
を
果
た

し
て
市
長
と
な
っ
た
。
舩
橋
は
、
富
井
前
市
長
の
下
で
助
役
を
務
め
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
「
子
ど
も
を
大
切
に
す
る
市
政
」
を
受
け
継
い
で
い
く
。 

舩
橋
市
長
は
、
就
任
の
翌
月
の
定
例
市
会
で
、
住
民
運
動
と
し
て
の
ち
び
っ
こ
ひ

ろ
ば
づ
く
り
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
ひ
ろ
ば
の
整
備
を
引
き
続
き
進
め
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
京
都
市
児
童
館
条
例
の
改
正
案
と
京
都

市
都
市
公
園
条
例
の
改
正
案
が
提
出
・
可
決
さ
れ
た
。
前
者
は
新
道
児
童
館
（
東
山

区
小
松
町
・
建
仁
寺
境
内
）
と
洛
陽
児
童
館
（
南
区
吉
祥
院
西
定
成
町
）
を
第
一
種

児
童
館
と
し
て
新
設
し
、
後
者
は
糠
田
児
童
公
園
（
北
区
上
賀
茂
糠
田
町
〔
現
・
桜

井
町
〕
）
ほ
か
一
六
の
公
園
を
造
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
１ 

さ
ら
に
、
こ
の
時
の
市
会
で
は
、
井
上
茂
八
郎
議
員
（
日
本
社
会
党
）
が
新
た
な

施
策
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
質
問
・
提
案
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
井
上
議
員
に
よ
れ

ば
、
河
川
の
汚
濁
な
ど
で
六
歳
以
下
の
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
水
に
親
し
め
る
場

が
な
い
。
そ
こ
で
、
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
に
続
い
て
、
子
ど
も
が
安
心
し
て
水
に
親
し

め
る
ち
び
っ
こ
プ
ー
ル
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
と
問
う
た
。
こ
の
時
、
舩

橋
市
長
は
「
真
剣
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
」
と
答
え
て
い
る
。
２ 

 

実
際
、
ち
び
っ
こ
プ
ー
ル
（
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
プ
ー
ル
）
は
、
翌
年
七
月
か
ら
設
置

が
始
ま
る
。
こ
の
幼
児
用
の
プ
ー
ル
は
、
縦
五
ｍ
・
横
三
ｍ
・
深
さ
二
五
㎝
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
製
で
、
各
区
の
児
童
公
園
二
か
所
ず
つ
に
計
一
八
の
プ
ー
ル
が
造
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
３ 

例
え
ば
、
七
月
二
〇
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
南
田
児
童
公
園

（
左
京
区
浄
土
寺
南
田
町
）
の
プ
ー
ル
で
は
、
幼
児
と
母
親
た
ち
約
三
百
人
が
集
ま

り
、
記
念
セ
レ
モ
ニ
ー
が
催
さ
れ
た
。
舩
橋
市
長
も
出
席
し
て
、
幼
児
の
代
表
と
一

緒
に
プ
ー
ル
開
き
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
幼
児
の
代
表
か
ら
花
束

を
贈
ら
れ
た
舩
橋
市
長
は
挨
拶
の
中
で
、
来
年
は
プ
ー
ル
を
も
っ
と
増
や
し
た
い
と

述
べ
て
い
る
。
４ 

ち
び
っ
こ
プ
ー
ル
は
大
好
評
だ
っ
た
よ
う
で
、
子
ど
も
の
保
護

者
た
ち
か
ら
も
増
設
を
求
め
る
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
一
九
七
三
年
七
月
に
は

さ
ら
に
一
八
か
所
を
増
設
し
、
各
区
に
四
か
所
ず
つ
計
三
六
か
所
に
な
っ
た
。
５ 

こ
う
し
て
、
舩
橋
市
政
の
下
で
は
新
規
の
施
策
も
織
り
交
ぜ
つ
つ
、
富
井
市
政
期

ま
で
の
施
策
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
施
設
数
を
見
る
と
、
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
は
一

九
七
三
年
度
末
時
点
で
四
五
四
か
所
、
児
童
館
は
一
五
館
（
第
一
種
が
八
館
で
第
二

種
が
七
館
）
と
な
っ
て
い
る
。
６ 

ま
た
、
児
童
公
園
は
一
九
七
四
年
四
月
現
在
で

二
八
二
か
所
（
代
用
公
園
八
か
所
を
含
む
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
市
で
は
一
九
七

二
年
度
を
初
年
度
と
す
る
「
都
市
公
園
整
備
五
か
年
計
画
」
の
下
で
一
〇
〇
か
所
の

新
設
を
目
指
し
て
い
た
。
７ 

実
際
、
舩
橋
市
政
期
（
一
九
七
一
～
八
一
年
）
を
通

じ
て
、
児
童
公
園
の
数
は
大
き
く
伸
び
続
け
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
子
ど
も
の
育
成
と
遊
び
場
に
関
す
る
施
策
は
、
舩
橋
市
政
の
福
祉
政
策

全
体
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
七
四
年
八
月
、
各
種
の
市
民

団
体
の
代
表
者
が
参
加
す
る
形
で
、
市
民
の
健
康
と
福
祉
に
関
す
る
計
画
委
員
会
が

設
置
さ
れ
た
。
８ 

同
委
員
会
は
二
年
後
の
一
九
七
六
年
七
月
、
「
市
民
の
健
康
と
福

祉
に
関
す
る
総
合
政
策
体
系
の
あ
り
方
」（
以
下
、
「
体
系
」
と
略
記
）
と
題
す
る
答

申
を
舩
橋
市
長
に
提
出
し
た
。
こ
の
答
申
は
市
民
の
全
生
涯
を
、
胎
児
期
・
乳
幼
児

期
（
〇
～
六
歳
）
・
少
年
少
女
期
（
七
～
一
五
歳
）
・
青
年
期
（
一
六
～
二
二

歳
）
・
壮
年
期
（
二
三
～
五
九
歳
）
・
老
年
期
（
六
〇
歳
以
上
）
に
区
切
り
な
が
ら
、

時
期
ご
と
に
施
策
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

乳
幼
児
期
に
つ
い
て
は
、
「
乳
幼
児
の
正
し
い
発
達
を
保
障
す
る
た
め
に
、
そ
の

て
だ
て
を
社
会
的
に
保
障
す
る
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
そ
の
て
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（注）1955・60 年は、京都市建設局公園緑地課『京都市の公園』（1955 年 1 月調）・『京都

市の公園』（1960 年 4 月 1 日現在）、1965 年以降（年度末時点の数で代用公園も含

む）は『京都市統計書』を参照して作成。 

 

 

 
（注）『京都市事務報告書』を参照して作成。 
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だ
て
は
、
あ
た
ら
し
い
地
域
社
会
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
提
言
し
た
。
用
意
さ
れ
る
べ
き
施
策
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
が
、
児
童
公

園
・
児
童
館
・
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
で
あ
る
。
「
体
系
」
は
児
童
公
園
に
つ
い
て
、
児

童
の
健
全
な
発
達
を
保
障
す
る
た
め
の
場
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
公
的
施
設

で
あ
り
、
積
極
的
に
増
や
し
て
い
く
た
め
に
市
民
の
協
力
を
得
て
用
地
確
保
に
努
め

る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
９ 

ま
た
、
「
体
系
」
に
お
い
て
一
層
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が

児
童
館
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
の
屋
内
の
遊
び
場
に
止
ま
ら
な
い
積
極
的

な
役
割
を
児
童
館
に
与
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
体
系
」
で
は
、

児
童
館
を
児
童
の
発
達
を
保
障

す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機

能
と
し
て
捉
え
、
地
域
に
お
け

る
子
ど
も
会
や
グ
ル
ー
プ
活
動

な
ど
の
拠
点
と
し
て
機
能
さ
せ

る
必
要
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

他
の
児
童
福
祉
施
設
を
児
童
館

の
一
機
能
と
し
て
統
合
し
て
、

施
設
相
互
の
相
乗
効
果
を
高
め

て
児
童
館
事
業
の
拡
充
を
は
か

る
こ
と
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
こ

で
他
の
施
設
と
し
て
挙
が
っ
て

い
る
の
は
学
童
保
育
所
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
鍵
っ
子
対

策
と
し
て
、
高
山
市
政
期
の
一

九
六
五
年
四
月
か
ら
始
ま
っ
た

保
育
事
業
施
設
で
あ
っ
た
。 

一
九
七
七
年
七
月
、
舩
橋
市

長
は
、
学
童
保
育
所
を
併
設
し

た
児
童
館
の
増
設
を
行
う
と
述

べ
、
学
童
保
育
機
能
も
有
す
る

児
童
館
（
一
元
化
児
童
館
）
の

設
置
に
乗
り
出
し
て
い
く
。

１
０ 

「
体
系
」
を
踏
ま
え
て
、
舩
橋
市
政
は
、
今
ま
で
以
上
に
既
存
の
施
策
の
継

承
・
発
展
へ
と
歩
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
施
策
だ
け
で
は
な
く
て
、
以
前
か
ら
の
課
題
も
な
か
な
か
解
消
さ
れ
ず

に
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
舩

橋
市
政
下
で
児
童
公
園
の
増
設
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
た
の
は
、
子
ど
も
の
遊
び
場

が
依
然
と
し
て
足
り
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
京
都
の
都
市
計
画
』
一
九
七

四
年
版
は
、
空
き
地
の
減
少
と
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
激
化
に
よ
っ
て
、
子
ど
も

た
ち
の
遊
び
場
は
少
な
い
と
記
し
て
い
た
。
ま
た
、
新
市
街
地
よ
り
も
旧
市
街
地
ほ

ど
公
園
の
数
が
少
な
い
上
に
、
地
価
が
高
く
て
公
園
の
新
設
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
。

１
１ 

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
高
山
市
政
期
の
一
九
六
〇
年
代
初
め
の
頃



 3 

か
ら
直
面
し
て
い
た
課
題
に
他
な
ら
な
い
。 

増
設
と
い
う
以
上
に
難
題
で
あ
り
続
け
た
の
は
、
施
設
の
維
持
・
管
理
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
一
九
七
七
年
一
二
月
の
第
七
回
定
例
市
会
で
、
山
下
良
博
議
員
（
公
明
党
）

が
児
童
公
園
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
・
質
問
を
し
て
い
る
。
児
童
公
園
の
遊
具

な
ど
は
よ
く
壊
さ
れ
、
便
所
や
水
道
栓
に
い
た
ず
ら
を
し
た
り
、
砂
場
の
砂
を
盗
ん

だ
り
す
る
不
心
得
者
が
あ
る
。
現
在
、
児
童
公
園
の
維
持
補
修
は
、
船
岡
山
公
園
と

円
山
公
園
に
置
か
れ
て
い
る
二
か
所
の
公
園
管
理
事
務
所
で
行
っ
て
い
る
が
、
１
２

こ
れ
で
は
見
回
り
も
満
足
に
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
。
時
の
森
田
長
雄
建

設
局
長
は
、
管
理
の
内
容
と
し
て
清
掃
・
除
草
・
遊
具
の
修
理
、
そ
し
て
不
正
使
用

の
取
締
が
あ
る
と
述
べ
る
。
清
掃
・
除
草
な
ど
に
つ
い
て
は
公
園
を
利
用
す
る
地
域

住
民
に
で
き
る
だ
け
協
力
を
お
願
い
し
て
、
そ
れ
で
足
ら
な
い
と
こ
ろ
を
市
で
行
う

と
い
う
の
が
方
針
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
市
で
は
児
童
公
園
が
あ
る
地
元
に
対
し

て
、
公
園
愛
護
会
の
設
立
を
呼
び
か
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
１
３ 

維
持
・
管
理
の
難
し
さ
と
い
う
点
で
は
、
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
ひ
ろ
ば
の
数
は
一
九
七
一
年
の
四
七
一
を
ピ
ー
ク
に
し
て
、
そ
の
後
は
減
少

し
て
お
り
、
一
九
七
六
年
に
は
四
四
八
と
な
っ
て
い
た
。
１
４ 

ひ
ろ
ば
づ
く
り
が
始

ま
っ
て
一
〇
年
目
に
あ
た
る
一
九
七
六
年
七
月
か
ら
、
市
で
は
「
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば

助
成
要
綱
」
を
改
正
し
、
新
設
よ
り
も
管
理
に
重
き
を
置
く
方
針
を
採
っ
て
い
く
。

時
が
経
つ
に
つ
れ
、
遊
具
が
傷
ん
だ
ま
ま
放
置
さ
れ
、
荒
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

ひ
ろ
ば
が
多
く
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
正
要
綱
で
は
、

あ
く
ま
で
住
民
主
体
の
設
置
・
管
理
を
前
提
と
し
て
市
が
後
押
し
す
る
こ
と
を
強
調

し
た
上
で
、
ひ
ろ
ば
へ
の
助
成
方
針
を
改
め
た
。
従
来
の
助
成
対
象
は
面
積
一
〇
平

方
ｍ
以
上
・
一
年
以
上
無
償
で
使
用
で
き
る
土
地
で
あ
っ
た
が
、
面
積
三
〇
平
方
ｍ

以
上
・
三
年
以
上
無
償
で
使
用
で
き
る
土
地
と
し
た
。
さ
ら
に
、
地
元
で
ひ
ろ
ば
を

適
正
に
維
持
・
管
理
し
得
な
く
な
っ
た
り
、
利
用
者
が
い
な
く
な
っ
た
り
し
た
場
合

に
は
、
市
側
は
助
成
を
停
止
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
１
５ 

お
わ
り
に 

 
 

こ
の
小
論
で
は
、
子
ど
も
の
遊
び
場
の
設
置
・
充
実
を
め
ぐ
る
施
策
の
展
開
に
つ

い
て
、
市
民
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
高
山
市
政
期
か
ら
舩
橋
市
政
期
ま

で
を
対
象
時
期
と
し
て
論
じ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
内
容
を
改
め
て
ま
と
め
て
お
き

た
い
。 

敗
戦
間
も
な
い
頃
か
ら
、
子
ど
も
の
遊
び
場
と
し
て
整
備
が
行
わ
れ
た
の
は
、
児

童
公
園
で
あ
る
。
こ
の
施
設
は
戦
前
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
の
児
童
公
園

の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
公
園
の
新
設
に
加
え
て
、
荒
れ
果
て
て
い
た
既
存
の
公
園
の

再
整
備
も
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
京
都
市
は
、
高
山
市
政
期
の
一
九
五
六
年

（
昭
和
三
一
）
に
財
政
再
建
団
体
に
指
定
に
さ
れ
る
と
い
う
深
刻
な
財
政
危
機
に
陥

っ
て
し
ま
う
。
厳
し
い
財
政
事
情
は
、
新
規
の
公
園
建
設
と
既
存
公
園
の
整
備
を
共

に
行
っ
て
い
く
上
で
の
大
き
な
制
約
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
児
童
公
園
の
整
備
は

少
し
ず
つ
な
が
ら
進
め
ら
れ
、
公
園
数
も
増
え
て
い
っ
た
。 

高
山
市
政
期
に
お
い
て
は
、
古
電
車
を
改
装
・
利
用
し
た
電
車
児
童
館
が
設
置
さ

れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
電
車
児
童
館
は
各
行
政
区
に
一
か
所
で
数
と
し
て
は
少

な
か
っ
た
も
の
の
、
新
し
く
ユ
ニ
ー
ク
な
施
設
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
京
都
市
に
お
け

る
児
童
館
の
始
ま
り
で
あ
り
、
富
井
・
舩
橋
市
政
下
で
も
継
承
・
発
展
が
図
ら
れ
る
。

富
井
市
政
は
、
児
童
館
を
第
一
種
と
第
二
種
に
分
け
つ
つ
、
事
業
の
充
実
を
目
指
し

た
。
さ
ら
に
舩
橋
市
政
期
の
後
半
に
な
る
と
、
第
一
種
児
童
館
に
つ
い
て
は
、
子
ど

も
の
屋
内
遊
び
場
に
止
ま
ら
ぬ
広
範
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

児
童
公
園
と
児
童
館
の
他
に
、
富
井
市
政
期
に
新
し
く
登
場
し
た
の
が
、
ち
び
っ

こ
ひ
ろ
ば
と
い
う
幼
児
用
の
遊
び
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高
山
市
政
期
に
児
童
公
園

の
一
部
を
仕
切
っ
て
設
け
た
幼
児
公
園
に
代
わ
る
施
策
で
も
あ
っ
た
。
ち
び
っ
こ
ひ

ろ
ば
運
動
は
、
そ
の
設
置
と
管
理
の
両
面
に
お
い
て
、
地
域
住
民
の
積
極
的
な
協
力

を
得
な
が
ら
活
発
に
行
わ
れ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば

運
動
の
下
地
は
高
山
市
政
期
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
た
。

な
ぜ
な
ら
、
市
と
地
域
住
民
の
協
力
は
、
児
童
公
園
の
愛
護
・
管
理
に
努
め
る
中
で
、

す
で
に
高
山
市
政
期
に
芽
生
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
高
山
市
政
に
つ
い
て
は
、
そ

の
政
治
的
支
持
基
盤
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
「
革
新
」
か
ら
「
保
守
」
へ
の
変
容
が

描
か
れ
る
。
１
６ 

た
だ
し
、
本
稿
で
論
じ
た
子
ど
も
の
遊
び
場
を
め
ぐ
る
施
策
と
市

民
と
の
関
係
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
保
守
」
の
高
山
市
政
と
「
革
新
」
の
富
井
・
舩

橋
市
政
と
の
間
で
は
、
共
通
性
や
継
承
の
側
面
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
最
後
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
動
き
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
な
が
ら
、
本

稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。 

一
九
八
五
年
五
月
、
今
川
正
彦
市
長
の
下
で
、
「
京
都
市
基
本
計
画
」
が
策
定
さ
れ

た
。
こ
の
計
画
の
中
で
は
、
学
童
保
育
の
機
能
を
持
つ
児
童
館
の
整
備
な
ど
、
地
域

に
お
け
る
子
ど
も
の
育
成
の
た
め
の
施
設
の
拡
充
を
図
る
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
遊

び
の
空
間
を
拡
充
す
る
た
め
、
児
童
公
園
や
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
の
整
備
を
掲
げ
た
。

１
７ 

そ
の
後
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
）
三
月
に
田

朊
之
市
長
の
下
で
策
定
さ
れ
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た
「
新
京
都
市
基
本
計
画
」
に
も
同
様
の
方
針
が
記
さ
れ
て
い
る
。
１
８ 

し
か
し
、
本
稿
で
主
に
取
り
上
げ
た
三
つ
の
施
設
の
う
ち
、
拡
充
と
は
逆
に
廃
止

が
多
く
な
っ
た
の
が
、
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
で
あ
る
。
ひ
ろ
ば
の
数
は
一
九
八
九
年
度

末
で
三
七
〇
、
二
年
後
の
一
九
九
一
年
度
末
に
は
三
六
一
に
減
っ
て
い
た
。
１
９ 

設

置
数
が
最
も
多
か
っ
た
一
九
七
一
年
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
て
、
一
〇
〇
か
所
以
上

の
ひ
ろ
ば
が
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ひ
ろ
ば
の
中
に
は
、
敷
地
内
に
雑
草

が
生
い
茂
り
、
壊
れ
た
傘
や
段
ボ
ー
ル
箱
な
ど
が
散
乱
し
て
荒
れ
果
て
た
状
態
の
所

も
あ
っ
た
。
地
元
管
理
者
の
話
に
よ
れ
ば
、
ひ
ろ
ば
の
利
用
者
で
あ
る
子
ど
も
が
減

っ
て
し
ま
い
、
近
寄
る
者
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
２
０  

ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
の
場
合
、
地
元
住
民
が
設
置
・
管
理
の
主
体
と
な
り
、
そ
の
上

で
市
が
必
要
な
助
成
を
行
う
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ひ
ろ
ば
の
存
続
は

何
よ
り
も
地
元
住
民
の
手
に
か
か
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
利
用
者
で
あ
る
子
ど
も
自

体
が
少
な
く
な
る
中
で
は
、
ひ
ろ
ば
の
管
理
の
継
続
は
地
元
住
民
に
と
っ
て
大
き
な

負
担
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
、
ひ
ろ
ば
づ
く
り
が
盛
ん
に
行
わ

れ
た
頃
と
は
違
い
、
少
子
社
会
化
の
進
行
を
う
け
て
、
ひ
ろ
ば
の
存
在
意
義
は
次
第

に
薄
れ
、
廃
止
や
荒
廃
が
進
ん
で
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
の
見
直
し
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
、
一
九
九
六
年
二
月
に
就

任
し
た
桝
本
賴
兼
市
長
の
時
代
で
、
子
ど
も
の
遊
び
場
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ひ
ろ
ば
」
と
し
て
の
再
生
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
２
１ 

加

え
て
、
桝
本
市
政
期
の
行
財
政
改
革
の
過
程
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
他
の
施
設

が
整
理
・
廃
止
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
。
一
つ
は
、
第
二
種
児
童
館
、
す
な
わ
ち
古

電
車
を
利
用
し
た
児
童
館
で
あ
る
。
第
一
種
児
童
館
は
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
子
育

て
支
援
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、
第
二
種
児
童
館
の
役
割
は
終
わ

っ
た
と
さ
れ
、
事
業
廃
止
と
な
る
に
至
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
ち
び
っ
こ
プ
ー
ル
で

あ
る
。
一
九
九
八
年
当
時
、

市
内
九
一
か
所
に
あ
っ
た

プ
ー
ル
の
う
ち
、
利
用
者

の
少
な
い
所
に
つ
い
て
は

整
理
・
統
合
を
進
め
る
こ

と
に
し
た
。
２
２ 

そ
の

後
、
二
〇
〇
四
年
度
を
も

っ
て
事
業
自
体
を
廃
止
す

る
と
と
も
に
、
プ
ー
ル
の

跡
地
に
つ
い
て
は
翌
年
度

か
ら
再
整
備
し
て
い
く
方

針
が
採
ら
れ
て
い
く
。

２
３ 

こ
う
し
て
、
子
ど
も

の
育
成
と
遊
び
場
に
関
わ

る
施
策
は
、
桝
本
市
政
の

下
で
大
き
な
変
化
を
遂
げ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。 

 

註 

                             

１ 

『
昭
和
四
六
年
第
一
回
（
定
例
会
）
京
都
市
会
会
議
録
』
二
五
・
七
八
・
一
一
五
頁
。 

２ 

同
右
、
七
一
・
七
八
頁
。 
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３ 
『
京
都
新
聞
』
一
九
七
二
年
五
月
一
八
日
、
京
都
市
庁
内
誌
『
ひ
ろ
ば
』
№
一
一
二
（
一
九
七
二
年
七
月
）。 

４ 
『
京
都
新
聞
』
一
九
七
二
年
七
月
二
一
日
。 

５ 

京
都
市
庁
内
誌
『
ひ
ろ
ば
』
№
一
二
三
（
一
九
七
三
年
七
月
）
、『
市
民
し
ん
ぶ
ん
』
第
二
一
三
号
（
一
九

七
三
年
七
月
）。 

６ 

『
市
政
の
あ
ら
ま
し 

昭
和
四
九
年
度
』（
京
都
市
会
事
務
局
）
五
一
～
五
二
頁
。 

７ 

『
建
設
局
事
務
事
業
概
要
』
（
京
都
市
、
一
九
七
四
年
度
）
四
一
・
四
三
頁
。 

８ 

京
都
市
市
政
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
京
都
市
政
史 

第
５
巻 

資
料 

市
政
の
展
開
』（
京
都
市
、
二
〇
〇
六

年
）
七
四
～
七
五
頁
。 

９
『
市
民
の
健
康
と
福
祉
に
関
す
る
総
合
政
策
体
系
の
あ
り
方
』
（
京
都
市
、
一
九
七
六
年
七
月
）
五
六
・
六

〇
頁
。 

１
０ 

京
都
市
児
童
福
祉
史
研
究
会
編
『
京
都
市
児
童
福
祉
百
年
史
』（
京
都
市
児
童
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九

〇
年
）
一
九
九
頁
。 

１
１ 

『
京
都
の
都
市
計
画
―
昭
和
四
九
年
版
』
（
京
都
市
都
市
計
画
局
土
地
利
用
対
策
室
・
計
画
調
整
課
、
一

九
七
四
年
三
月
）
八
二
頁
。 

１
２ 

こ
の
二
か
所
の
公
園
管
理
事
務
所
は
、
一
九
七
四
年
四
月
の
市
役
所
組
織
改
正
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、

公
園
の
効
果
的
な
維
持
・
管
理
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
（
京
都
市
庁
内
誌
『
ひ
ろ
ば
』
№
一
三
三
、
一
九

七
四
年
五
月
）。 

１
３ 

『
昭
和
五
二
年
第
七
回
（
定
例
会
）
京
都
市
会
会
議
録
』
六
七
・
八
一
頁
。 

１
４ 

拙
稿
「
児
童
公
園
・
児
童
館
・
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
（
上
）」
（
『
京
都
市
政
史
編
さ
ん
通
信
』
第
三
九
号
、

                                        

                         

 

二
〇
一
〇
年
一
一
月
）
四
頁
。 

１
５ 

『
京
都
新
聞
』
一
九
七
六
年
六
月
三
〇
日
。 

１
６ 

三
宅
一
郎
・
村
松
岐
夫
編
『
京
都
市
政
治
の
動
態
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）
第
二
章
「
京
都
市
の
戦

後
政
治
史
序
説
」
（
山
口
定
執
筆
）
を
参
照
。 

１
７ 

『
京
都
市
基
本
計
画
の
あ
ら
ま
し
』（
京
都
市
、
一
九
八
五
年
）
一
二
・
四
五
頁
。 

１
８
『
新
京
都
市
基
本
計
画 

平
成
の
京
づ
く
り
―
文
化
首
都
の
中
核
を
め
ざ
し
て
』（
京
都
市
企
画
局
活
性

化
推
進
室
計
画
課
、
一
九
九
三
年
三
月
）
五
〇
・
六
七
頁
。 

１
９ 

『
平
成
二
年
京
都
市
事
務
報
告
書
』
三
六
頁
、
『
平
成
四
年
京
都
市
事
務
報
告
書
』
三
七
頁
。 

２
０ 

『
京
都
新
聞
』
一
九
九
二
年
一
月
一
八
日
夕
刊
。 

２
１ 

『
第
一
次
・
京
都
新
世
紀
に
向
け
た
市
政
改
革
行
動
計
画 

推
進
計
画
』
（
京
都
市
、
一
九
九
八
年
一
一

月
）
三
七
頁
。
一
九
九
八
年
一
二
月
に
は
西
京
区
の
松
尾
小
学
校
で
、
地
元
の
ち
び
っ
こ
ひ
ろ
ば
の
再
生

を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
開
か
れ
て
い
る
（
『
京
都
新
聞
』
一
九
九
八
年
一
二
月
二
五
日
）
。
な
お
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ひ
ろ
ば
の
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
ひ
ろ
ば
の
デ
ザ
イ
ン
に
注
目
し
て
論
じ
た
も
の
と

し
て
、
佐
藤
正
吾
・
吉
田
鐡
也
「
小
広
場
整
備
に
お
け
る
管
理
運
営
へ
の
住
民
の
意
向
と
デ
ザ
イ
ン
の
関

係
に
つ
い
て
の
考
察
―
京
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ひ
ろ
ば
整
備
事
業
を
事
例
と
し
て
―
」（
日
本
建
築
学
会

『
学
術
講
演
梗
概
集
Ｆ
―
１ 

都
市
計
画 

建
築
経
済
・
住
宅
問
題
』
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
を
参
照
。 

２
２ 

同
右
『
第
一
次
・
京
都
新
世
紀
に
向
け
た
市
政
改
革
行
動
計
画 

推
進
計
画
』
一
〇
頁
。 

２
３ 

『
京
都
新
聞
』
二
〇
〇
四
年
二
月
二
四
日
、『
京
都
市
会 

第
四
回
建
設
消
防
委
員
会
記
録 

平
成
一
六
年

五
月
二
一
日 

開
会
』
（
京
都
市
会
図
書
室
所
蔵
）
六
〇
頁
。 

 

し
た
た
か
さ
と
幸
運
、
京
都
で
あ
る
と
い
う
矜
持 

京
都
市
立
病
院
事
務
局
医
事
課 

小 

堀 

利 
行 

 

 
 

私
は
京
都
市
中
京
区
の
朱
雀
第
八
学
区
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
幼
い
頃
の
記
憶
（
昭

和
三
〇
年
代
後
半
）
で
は
、
中
京
区
の
西
の
端
は
、
現
在
と
は
風
景
が
違
い
、
郊
外

の
趣
が
あ
っ
た
。
家
の
近
く
に
は
田
・
畑
や
「
ひ
ろ
っ
ぱ
」
、
所
謂
ひ
ろ
ば
（
島
津

製
作
所
が
所
有
す
る
社
宅
の
跡
地
）
が
あ
り
、
子
供
の
遊
び
場
で
あ
り
探
検
場
所
で

あ
っ
た
。
そ
こ
は
春
に
は
名
も
知
ら
な
い
野
草
（
雑
草
）
の
花
が
咲
き
、
夏
に
は
蝶

や
バ
ッ
タ
で
虫
篭
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
秋
に
は
赤
と
ん
ぼ
が
群
れ
て
飛
び
、
冬
に

は
荒
涼
と
し
た
立
ち
枯
れ
た
雑
草
の
野
原
の
風
景
が
あ
っ
た
。
天
神
川
（
紙
屋
川
）

は
上
流
の
染
色
工
場
の
影
響
か
、
水
が
赤
茶
色
に
染
ま
っ
て
お
り
、
壺
井
橋
は
木
造

だ
っ
た
。
入
学
し
た
朱
雀
第
八
小
学
校
は
木
造
校
舎
で
廊
下
は
油
引
き
で
あ
り
、
給

食
に
は
脱
脂
粉
乳
が
出
て
お
り
、
小
学
校
の
北
側
を
走
る
山
陰
本
線
は
単
線
で
蒸
気

機
関
車
が
ま
だ
ま
だ
活
躍
し
て
い
た
。 

 

『
京
都
市
政
史 

第
一
巻 

市
政
の
形
成
』
（
以
下
、
本
書
と
い
う
）
に
よ
る
と

中
京
区
の
朱
雀
第
八
学
区
は
、
明
治
維
新
後
は
、
葛
野
郡
朱
雀
野
村
に
属
し
、
一
九

一
八
年
（
大
正
七
年
）
に
京
都
市
に
合
併
し
た
。
天
神
川
（
紙
屋
川
）
は
一
九
一
九

年
（
大
正
八
年
）
の
地
図
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
丸
太
町
付
近
で
途
切
れ
て
い
た

ら
し
い
。
室
戸
台
風
の
水
害
を
受
け
て
一
九
三
七
年
（
昭
和
一
二
年
）
か
ら
御
室
川

と
の
合
流
工
事
が
行
わ
れ
た
よ
う
だ
。 

 

こ
の
度
、
本
書
を
通
読
し
て
、
興
味
を
持
っ
て
楽
し
め
た
箇
所
は
、
第Ⅰ

部
市
政

の
揺
籃
（
よ
う
ら
ん
）
第
一
章
明
治
維
新
期
、
第
二
章
市
政
誕
生
期
、
そ
し
て
第Ⅱ
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部
市
政
の
定
着
と
停
滞
第
三
章
戦
時
体
制
期
だ
っ
た
。
日
本
の
大
き
な
歴
史
の
転
換

期
に
巻
き
込
ま
れ
、
都
市
と
し
て
衰
退
、
再
生
、
復
興
し
、
再
び
衰
退
し
て
い
く
ま

で
の
サ
イ
ク
ル
（
一
八
六
八
年
（
明
治
元
年
）
か
ら
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
）

の
始
め
と
終
わ
り
部
分
は
、
歴
史
上
で
激
動
す
る
時
期
の
良
く
も
悪
く
も
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
変
化
し
て
い
く
市
政
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

本
書
は
、
未
だ
市
政
が
始
ま
っ
て
い
な
い
明
治
維
新
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
明
治

維
新
こ
そ
が
、
そ
の
後
の
京
都
市
の
都
市
と
し
て
の
再
興
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
の

最
大
の
要
因
に
な
る
か
ら
だ
。
天
皇
が
東
京
に
行
幸
さ
れ
た
ま
ま
戻
っ
て
こ
ら
れ
な

い
。
そ
の
ま
ま
「
東
京
遷
都
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
京
都
は
千
年
も
の
間
、
天
皇
を

中
心
に
公
家
が
朝
廷
を
形
成
し
、
そ
こ
に
寺
院
・
神
社
が
取
り
巻
い
て
権
威
が
成
り

立
ち
、
そ
こ
に
産
業
や
経
済
等
す
べ
て
が
ぶ
ら
さ
が
る
こ
と
で
都
市
が
形
成
さ
れ
て

い
た
。
維
新
後
、
寺
院
や
神
社
は
過
去
の
権
利
を
失
う
。
京
都
に
と
っ
て
の
す
べ
て

の
支
柱
で
あ
っ
た
天
皇
ま
で
「
遷
都
」
し
て
し
ま
い
、
一
緒
に
公
家
・
商
工
業
者
た

ち
も
東
京
に
移
住
す
る
。
都
市
を
形
成
し
て
い
た
要
素
を
ほ
ぼ
失
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
か
ら
、
残
さ
れ
た
人
々
の
暗
澹
た
る
思
い
は
如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
は
想
像
で

き
な
い
。
ま
た
実
際
に
江
戸
時
代
に
は
三
〇
万
以
上
あ
っ
た
人
口
が
、
明
治
四
年
に

は
二
三
万
人
台
に
減
少
し
、
都
市
は
衰
微
し
始
め
る
。 

 

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
に
は
や
は
り
資
金
が
必
要
で
、
そ
れ
を
有
効
に
運
用
す
る

人
物
が
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
京
都
で
あ
る
誇
り
を
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
換
え
再
興
を
実
践
す
る
人
物
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。 

京
都
も
文
明
開
化
、
殖
産
興
業
な
ど
の
政
策
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

幕
末
の
尊
王
攘
夷
の
思
想
の
影
響
で
外
国
を
忌
避
す
る
市
民
や
、
「
東
京
遷
都
」
で

反
発
す
る
人
々
も
数
多
く
い
て
抗
議
行
動
も
お
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
政
府
は
産
業
振

興
の
た
め
の
一
〇
万
両
の
下
賜
金
（
産
業
基
立
金
）
と
一
五
万
両
の
貸
付
金
（
勧
業

基
立
金
）
を
下
付
し
た
。
ま
た
、
京
都
府
は
東
京
府
と
並
ぶ
重
要
府
県
と
位
置
付
け

る
。
つ
ま
り
、
京
都
は
幕
末
の
倒
幕
時
に
培
っ
た
人
脈
を
政
府
と
の
強
い
パ
イ
プ
と

し
、
そ
れ
を
し
た
た
か
に
生
か
し
、
政
府
と
か
け
ひ
き
し
つ
つ
維
新
後
の
荒
廃
か
ら

都
市
再
生
を
目
指
し
た
の
だ
。 

第
三
代
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
は
琵
琶
湖
疏
水
の
工
事
を
一
八
九
〇
年
（
明
治
二

三
年
）
に
完
成
さ
せ
た
が
、
産
業
基
立
金
は
莫
大
な
工
事
費
用
（
約
一
二
五
万
円
）

の
主
要
な
資
金
と
な
っ
て
い
る
。
疏
水
が
京
都
市
の
水
道
、
発
電
、
市
街
電
車
に
よ

る
交
通
と
い
う
都
市
基
盤
の
礎
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。 

組
織
上
「
京
都
市
」
は
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
年
）
に
で
き
る
。
し
か
し
市
制

特
例
に
よ
り
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
三
市
は
、
府
知
事
が
市
長
を
兼
務
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。 

一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
年
）
に
な
り
市
制
特
例
が
廃
止
さ
れ
京
都
市
が
独
自
に

市
長
を
選
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
初
代
市
長
に
は
地
元
の
名
望
家
で
あ
る
内
貴
甚

三
郎
が
任
命
さ
れ
る
。
内
貴
市
長
は
市
域
の
四
方
へ
の
拡
張
と
下
水
道
敷
設
を
行
い
、

世
界
に
つ
な
が
る
日
本
の
中
心
に
位
置
す
る
、
産
業
が
盛
ん
で
清
潔
な
人
口
五
〇
万

人
都
市
を
目
指
し
た
。
第
二
代
市
長
は
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
年
）
に
内
務
官
僚

で
西
郷
隆
盛
の
最
初
の
子
で
あ
る
西
郷
菊
次
郎
が
任
命
さ
れ
る
。
西
郷
市
長
は
第
二

琵
琶
湖
疏
水
、
上
水
道
の
整
備
、
道
路
拡
張
と
い
う
「
三
大
事
業
」
を
収
益
性
の
観

点
か
ら
企
画
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
外
債
募
集
で
四
五
〇
〇
万
フ
ラ
ン
の
募
債
を
成
功

さ
せ
、
事
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。 

そ
の
後
も
京
都
市
は
市
長
を
選
ぶ
際
に
、
政
府
と
の
パ
イ
プ
を
持
つ
有
力
な
人
物

を
重
視
し
て
い
る 

。
ま
た
、
相
当
の
厚
遇
を
も
っ
て
迎
え
て
い
る
。 

京
都
市
は
紆
余
曲
折
も
あ
っ
た
が
、
都
市
基
盤
を
整
備
し
な
が
ら
、
近
郊
の
市
町

村
を
合
併
し
て
市
域
を
拡
張
し
、
伝
統
産
業
の
工
業
化
を
成
功
さ
せ
、
観
光
行
政
を

展
開
・
充
実
さ
せ
観
光
都
市
化
を
図
っ
て
い
き
、
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
に
は

京
都
市
の
人
口
は
一
〇
〇
万
人
を
超
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

し
か
し
、
戦
争
は
す
べ
て
を
変
容
さ
せ
る
。
同
年
九
月
に
柳
条
湖
事
件
が
お
こ
り
、

満
州
事
変
が
始
ま
り
、
翌
年
、
満
州
国
が
樹
立
さ
れ
る
。
徐
々
に
で
は
あ
る
が
時
代

は
戦
時
体
制
に
向
け
て
突
き
進
み
、
日
本
は
国
際
的
孤
立
を
深
め
て
い
く
。
一
九
三

七
年
（
昭
和
一
二
年
）
七
月
、
盧
溝
橋
事
件
が
お
こ
り
日
中
戦
争
は
全
面
化
し
、
労

働
力
、
物
資
、
出
版
な
ど
国
民
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
統
制
す
る
国
家
総
動
員
法
が

一
九
三
八
年
に
制
定
さ
れ
、
政
府
は
徐
々
に
戦
争
遂
行
に
予
算
や
資
材
を
振
り
向
け

る
た
め
、
地
方
に
事
業
を
緊
縮
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
中
で
も
国
民
は
国
威
発
揚
と

関
連
し
た
戦
勝
祝
賀
の
夜
間
提
灯
行
列
を
娯
楽
と
し
た
り
し
て
い
た
。
ま
た
一
九
四

〇
年
（
昭
和
一
五
年
）
に
政
府
は
国
威
発
揚
を
め
ざ
し
、
「
紀
元
二
千
六
百
年
」
を

祝
賀
す
る
行
事
を
行
う
。
京
都
市
は
そ
れ
を
利
用
し
、
桃
山
御
陵
な
ど
、
京
都
の

「
聖
地
参
拝
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
観
光
の
維
持
を
図
り
、
不
振
で
あ
っ
た
観
光
客
を

一
時
的
に
増
や
し
て
い
る
。 
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歴
史
資
料
館
だ
よ
り 

 

 

余
談
に
な
る
が
、
「
紀
元
二
千
六
百
年
」
と
い
え
ば
、
私
が
小
学
五
年
生
の
と
き
、

朱
雀
第
八
小
学
校
で
長
年
使
用
さ
れ
て
な
い
教
室
の
掃
除
を
し
て
い
た
と
き
、
古
新

聞
に
、
「
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
日
本
萬
国
博
覧
會
」
と
右
か
ら
左
に
横
書
き
さ
れ

た
富
士
山
と
鳥
の
図
案
が
載
っ
た
新
聞
広
告
を
発
見
し
、
友
人
と
珍
し
が
っ
て
い
た

こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
れ
は
東
京
市
晴
海
で
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
年
）
に
開

催
を
予
定
し
て
い
た
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。 

 

京
都
市
政
は
戦
時
体
制
の
統
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
。
一
九
四
一
年
（
昭
和
一

六
年
）
の
太
平
洋
戦
争
勃
発
以
降
、
市
役
所
は
市
政
の
重
点
を
防
衛
・
配
給
・
保
健

の
三
点
に
絞
ら
れ
、
臨
戦
態
勢
を
強
い
ら
れ
る
。
区
役
所
の
業
務
は
、
物
資
の
配
給
、

金
属
類
回
収
（
供
出
）
、
防
空
訓
練
、
徴
兵
業
務
な
ど
軍
事
色
の
強
い
も
の
に
な
っ

て
い
く
。
戦
争
に
応
召
す
る
市
職
員
も
増
加
し
、
人
手
不
足
を
補
う
た
め
に
高
齢
職

員
の
活
用
と
女
子
職
員
の
採
用
が
行
わ
れ
る
。 

注
目
す
べ
き
は
、
日
本
の
国
際
的
孤
立
の
中
で
、
京
都
市
は
、
東
亜
大
都
市
連
盟

会
議
（
懇
談
会
）
で
日
本
文
化
を
代
表
す
る
都
市
と
し
て
同
会
議
で
存
在
感
を
発
揮

す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
参
加
し
た
市
長
は
演
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
ア
ジ

ア
か
ら
多
く
の
訪
問
・
視
察
者
を
受
入
れ
、
戦
争
遂
行
に
あ
た
っ
て
の
精
神
的
支
柱

の
よ
う
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
交
戦
国
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
そ

の
役
割
に
注
目
し
、
原
子
爆
弾
の
投
下
目
標
都
市
の
第
一
候
補
に
選
ん
で
い
る
。
日

本
人
に
と
っ
て
宗
教
的
な
意
義
を
持
っ
た
重
要
都
市
で
あ
り
、
こ
こ
を
破
壊
す
れ
ば

日
本
人
に
非
常
に
大
き
な
心
理
的
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
抗
戦
へ

の
意
欲
を
失
わ
せ
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
選
ば
れ
な
が

ら
、
戦
後
の
統
治
を
見
越
し
て
投
下
を
見
送
ら
れ
た
。
原
爆
の
第
一
標
的
に
さ
れ
な

が
ら
、
京
都
ゆ
え
に
回
避
さ
れ
る
な
ん
と
い
う
重
い
幸
運
‥
。 

話
し
は
戻
る
が
、
維
新
後
、
武
家
は
地
位
を
失
い
、
公
家
の
多
く
は
東
京
に
移
住

し
、
新
し
い
京
都
の
担
い
手
は
商
工
業
者
で
あ
る
京
都
市
民
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

中
で
も
資
産
や
名
望
の
あ
る
人
材
は
大
年
寄
と
し
て
民
政
の
安
定
を
図
っ
た
。
一
八

六
九
年
（
明
治
二
年
）
に
新
し
く
大
年
寄
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
寺
町
の
鳩
居
堂
主
人

の
熊
谷
直
孝
ら
で
、
最
初
の
大
き
な
仕
事
は
「
東
京
遷
都
」
に
よ
り
遷
都
に
動
揺
す

る
市
民
の
心
情
を
抑
え
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
新
し
い
町
づ
く
り
に
向
け
る
こ
と
で
あ

り
、
動
揺
す
る
市
民
を
代
表
し
て
政
府
に
京
都
に
対
す
る
特
別
な
支
援
策
を
求
め
た
。

前
述
し
た
産
業
基
立
金
と
勧
業
基
立
金
は
そ
の
求
め
に
応
じ
て
政
府
の
行
っ
た
支
援

策
の
一
つ
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
金
は
琵
琶
湖
疏
水
、
小
学
校
の
設
立
等
に
活
用
さ
れ

て
い
る
。
彼
ら
は
そ
の
文
書
の
中
で
み
ず
か
ら
を
京
都
の
自
治
を
担
う
中
心
人
物
と

し
て
「
市
長
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
気
概
と
矜
持
こ
そ
が
京
都
を
再
生
す
る
た
め

の
原
動
力
と
な
り
、
市
政
と
協
力
し
、
あ
る
と
き
は
対
立
し
な
が
ら
も
、
現
在
の
京

都
の
基
を
築
き
上
げ
た
の
だ
と
考
え
る
。 

こ
の
あ
た
り
こ
と
は
、
歴
史
資
料
館
で
本
書
作
成
の
事
務
局
を
さ
れ
て
い
た
小
林

丈
広
さ
ん
の
『
明
治
維
新
と
京
都
―
公
家
社
会
の
解
体
』
（
臨
川
書
店
）
に
詳
し
く

記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

最
後
に
、
本
書
は
七
〇
〇
ペ
ー
ジ
み
っ
ち
り
あ
る
が
、
写
真
・
表
・
図
も
豊
富
で

あ
り
コ
ラ
ム
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
飽
き
な
い
。
普
通
に
通
読
す
る
と
、
基
本

的
な
事
柄
が
テ
ー
マ
別
に
重
複
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
読
み
に
く
い
と
感
じ
る
。

テ
ー
マ
別
に
通
読
す
る
ほ
う
が
読
み
や
す
い
。
是
非
「
本
書
の
読
み
方
」
（
一
一
ペ

ー
ジ
）
の
記
述
を
読
む
前
に
参
照
さ
れ
た
い
。
市
職
員
に
と
っ
て
得
が
た
い
参
考
書

に
な
る
。
ま
た
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
個
人
の
生
活
や
仕
事
で
の
記
憶
を
た
ど
り

な
が
ら
、
こ
の
土
地
や
施
設
が
京
都
市
政
で
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
持
ち
、
役
割
を
果

た
し
て
き
た
か
を
徒
然
に
調
べ
て
い
く
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 


 

こ
の
と
こ
ろ
、
事
務
局
の
動
き
を
お
伝
え

で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
こ
こ
で
二
〇

〇
九
年
度
後
半
以
降
の
活
動
を
ご
報
告
し
ま
す
。 

・
二
〇
〇
九
年
一
二
月
九
日
（
水
）、
展
開
期
編
集
委
員
打
合
せ
。 

・
二
〇
一
〇
年
一
月
九
日
（
土
）
、
市
政
史
研
究
会
（
展
開
期
变
述
編
、
二
〇
〇
九

年
度
第
五
回
）
。
中
森
孝
文
・
徳
久
恭
子
各
氏
の
報
告
。
執
筆
分
担
と
今
後
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
。 

・
二
〇
一
〇
年
二
月
三
日
（
水
）、
拡
大
事
務
局
会
議
。 

・
二
〇
一
〇
年
二
月
一
〇
日
（
水
）、
市
政
史
編
さ
ん
委
員
会
（
第
四
九
回
）
。 

・
二
〇
一
〇
年
三
月
二
四
日
（
水
）
、
市
政
史
研
究
会
（
展
開
期
变
述
編
、
二
〇
〇

九
年
度
第
六
回
）
。
秋
月
謙
吾
・
芦
立
秀
朗
・
大
西
裕
・
風
間
規
男
・
北
村
亘
・

佐
藤
満
・
曽
我
謙
悟
・
田
尾
雅
夫
・
徳
久
恭
子
・
中
森
孝
文
・
松
並
潤
・
森
裕
城

各
氏
の
ご
報
告
。 

・
二
〇
一
〇
年
四
月
七
日
（
水
）、
拡
大
事
務
局
会
議
。 
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発
行
日 

二
〇
一
一
年
三
月
二
○
日 

発 

行 

京
都
市
市
政
史
編
さ
ん
委
員
会 

所
在
地 

京
都
市
上
京
区
寺
町
通
丸
太
町
上
る 

京
都
市
歴
史
資
料
館
内 

電 

話 

〇
七
五
（
二
四
一
）
四
三
一
二 

京
わ
ら
べ 

 ・
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
（
水
）
、
市
政
史
編
さ
ん
委
員
会
（
第
五
〇
回
）
。
同
日
、

市
政
史
編
集
・
顧
問
会
議
（
第
一
一
回
）
。 

・
二
〇
一
〇
年
四
月
二
四
日
（
土
）
、
市
政
史
研
究
会
（
展
開
期
变
述
編
、
二
〇
一

〇
年
度
第
一
回
）
。
石
見
豊
・
南
京
兌
・
広
本
政
幸
各
氏
の
報
告
。 

・
二
〇
一
〇
年
一
一
月
七
日
（
日
）
、
市
政
史
研
究
会
（
展
開
期
变
述
編
、
二
〇
一

〇
年
度
第
二
回
）
。
秋
月
謙
吾
・
石
見
豊
・
大
西
裕
・
北
村
亘
・
佐
藤
満
・
曽
我

謙
悟
・
田
尾
雅
夫
・
徳
久
恭
子
・
中
森
孝
文
・
南
京
兌
・
広
本
政
幸
・
松
並
潤
・

森
裕
城
各
氏
の
報
告
。 

・
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
七
日
（
水
）
、
拡
大
事
務
局
会
議
。 

・
二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
（
水
）
、
市
政
史
編
さ
ん
委
員
会
（
第
五
一
回
）
。 

・
二
〇
一
一
年
一
月
一
二
日
（
水
）
、
展
開
期
編
集
委
員
な
ど
の
打
合
せ
。 


 

二
〇
〇
七
年
度
以
降
の
事
務
局
の
異
動
を
ご
報
告

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
二
〇
〇
七
年
四
月
、
事
務
職
と

し
て
経
理
を
担
当
し
て
い
た
安
田
久
仁
広
が
伏
見
区
役
所

納
税
課
担
当
係
長
に
昇
進
し
て
転
出
、
五
月
一
日
よ
り
新
た
に
伊
藤
浩
二
主
任
が
着

任
。
二
〇
〇
九
年
三
月
に
嘱
託
の
田
中
寛
子
が
退
職
し
、
四
月
に
嘱
託
の
山
岸
弓
子

が
着
任
。
二
〇
一
〇
年
三
月
に
北
本
勤
課
長
補
佐
の
退
職
に
と
も
な
い
、
四
月
よ
り

新
た
に
上
田
光
彦
担
当
係
長
が
着
任
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
六
月
か
ら
市
政
史
編
さ
ん
助
手
を
つ
と
め
た
入
山
洋
子
が
、

二
〇
〇
八
年
三
月
に
退
職
し
、
新
た
に
佐
竹
朊
子
が
四
月
一
日
付
で
採
用
。
ま
た
、

二
〇
〇
九
年
三
月
に
市
政
史
編
さ
ん
助
手
の
福
家
崇
弘
・
佐
竹
朊
子
が
退
職
し
、
四

月
一
日
付
で
新
た
に
奈
良
勝
司
・
齊
藤
紅
葉
が
市
政
史
編
さ
ん
助
手
に
採
用
。
同
年

七
月
三
一
日
付
で
奈
良
勝
司
が
退
職
し
、
八
月
一
日
付
で
川
口
朊
子
が
市
政
史
編
さ

ん
助
手
と
し
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。 


 

今
回
は
、
森
川
論
文
の
後
編
と
、
市
立
病
院
医
事
課
の
小
堀
利
行
氏
に
よ
る

『
京
都
市
政
史 

第
１
巻 

市

政
の
形
成
』
の
書
評
を
掲
載
で

き
ま
し
た
。
年
度
末
の
お
忙
し

い
中
、
ご
寄
稿
く
だ
さ
い
ま
し

て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
（
秋
） 

                      

  

       

京
都
市
政
史 

全
５
巻 

発
行 

京 

都 

市 

編
集 

京
都
市
市
政
史
編
さ
ん
委
員
会 

第
１
巻 

市
政
の
形
成
（
第
３
回
配
本
） 

二
〇
〇
九
年
三
月
発
行
／
Ａ
５
判
／
約
八
〇
〇
頁
／
口
絵
・
解
説
付 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

定
価 

六
〇
〇
〇
円
（
税
込
） 

〔
本
巻
編
集
委
員
〕 

 

伊
藤
之
雄
（
代
表
）
・
松
下
孝
昭 

〔
本
巻
執
筆
者
〕
秋
元
せ
き
・
伊
藤
之
雄
・
井
上
幸
治
・
小
林
丈
広
・
佐
藤
満
・

鈴
木
栄
樹
・
奈
良
岡
聰
智
・
西
山
伸
・
福
家
崇
洋
・
松
下
孝
昭
・
松
中
博 

 

〔
本
巻
の
特
色
〕 



都
市
改
造
・
近
代
自
治
・
文
化
・
観
光
な
ど
明
治
維
新
か
ら
一
九
五
〇
年
ま
で
の
京
都 

 
 

市
の
都
市
再
生
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
を
描
く
。 



市
政
史
に
と
ど
ま
ら
な
い
京
都
の
社
会
や
経
済
、
文
化
の
変
化
ま
で
も
描
き
だ
す
き
め

細
か
な
章
立
て
を
設
定
。 



京
都
市
の
行
政
資
料
を
は
じ
め
新
出
の
政
治
家
書
簡
や
日
記
・
新
聞
な
ど
多
様
な
資
料

群
か
ら
新
事
実
を
多
数
掲
載
。 



読
み
や
す
い
文
章
と
豊
富
な
図
版
に
よ
っ
て
幅
広
い
読
者
に
配
慮
し
た
だ
け
で
な
く
、

近
代
日
本
の
都
市
史
研
究
に
も
一
石
を
投
じ
る
内
容
。 

 

● 

お
問
い
合
わ
せ
は
こ
ち
ら
ま
で 

京

都

市

歴

史

資

料

館

 

〒
６０２

０８６７ 

京
都
市
上
京
区
寺
町
通
丸
太
町
上
る 

 
 

 
 

 

電
話
番
号 

０
７
５
（
２
４
１
）
４
３
１
２ 

 

 


